
飲酒運転をすると厳しい罰則と
卿行政処分があります！®

罰則

• 

·涵•
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

霰，町·
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

·椿．犠糾卓昂'量如也畑t,濯
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

行政処分

基礎点数：35点

免許取消欠格期間：3年認

※1 酒酔いとは 、 アルコ ールの影響により車両等の
正常な運転ができないおそれがある状態をいう

※2 前歴及びその他の累積点数がない場合
※3 欠格期間とは 、 取消処分を受けた者が運転免許

を再度取得することができない期間をいう

罰則 行政処分

3年以下の懲役又はso万円以下の罰金

3年以下の懲役又はso万円以下の罰金

誠饂囁濯l誠逗l且tt·
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
．

 

呼気中アルコール濃度0.15~0.25mg/L未満

基礎点数：13点
免許停止期間：90日※2

呼気中アルコ ール濃度0.25mg/L以上

基磯点数：25点
免許取消欠格期間：2年悶

大きな社会問題となった平成11年東名高速飲酒運転事故、平成18年福岡海の中道

大橋飲酒運転事故をきっかけに飲酒運転が厳罰化されましたが、令和3年には八街児童

5人死傷事故が発生し、 今なお、 飲酒運転による事故は繰り返されています。このような悲惨で

痛ましい事故により、 深い悲しみの中で苦しんでいる方々がいることを忘れないでください。
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（一財）東京都交通安全協会

とりあえず、

かぶってこ！

自転車に乗るすべての人の

ヘルメット着用は努力義務です。
（道路交通法［第 63 条の11] の改正／令和 5 年4月 1 日施行）

＊国内最大の公募広告賞［宣伝会議賞］ 一般部門「自転車に乗るすべての人がヘルメットをかぶろうと思えるアイデアJ受賞キャッチコピー

街とともに。人とともに。
FOR MORE COMMUNICATION -濯渭·晶·

上山硲コ灌財団法人日本交通安全敦胃普及協会

街とともに。人とともに。
FOR MORE COMMUNICATION 
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カプト、かぷろ。

［リサイクル遍性®]この印刷物は、印刷用の紙ヘリサイクルできます。


